
沖ト協発第１５１号 

令和５年１２月６日 

 

貨物運送事業者 各位 

 

（公社）沖縄県トラック協会会長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

トラックにおける安全確保の徹底について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会の業務運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、去る 11 月 30 日（木）、島根県の国道において大型トラックから脱落したタイヤが歩

行者に衝突し、当該歩行者が重傷を負う事故が発生したところですが、12 月 1 日（金）には、

青森県八戸自動車道下り線においても、走行中の大型トラックから左後輪のタイヤが脱落し、

道路保全工事を行っていた作業員２名に衝突、１名が死亡、１名が軽傷を負う重大事故が発生

しました。 

 事業用自動車における輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、とりわけ

大型車の車輪脱落事故は重大事故に繋がりかねず、未然防止に係る安全対策を徹底することが

最も重要です。 

 つきましては、保有車両のホイール・ナットの緩みの確認及びタイヤ脱着作業後の増し締め

が確実にされているかについて一斉点検を実施するとともに、改めてタイヤ脱着作業や保守管

理を適正に行い、安全対策及び事故防止の徹底に取り組んでいただくよう、お願い申し上げま

す。 

 

【添付資料】 

・令和５年１２月５日付府運車安第５９５号「大型車の車輪脱落帽子に係る一斉点検の実施について」 

 

【参考資料】 

・国土交通省「自動車の点検及び整備に関する手引き」 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t1/t1-2/ 

・国土交通省「冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！（令和５年９月 29 日）」 

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000308.html 

・全日本トラック協会「車輪脱落事故防止に向けた取り組み」 

 車輪脱落事故撲滅に向けた取り組み | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp) 

 

 

〈お問合せ先〉 

（公社）沖縄県トラック協会 適正化事業課 TEL：098-863-0280 

https://jta.or.jp/member/anzen/datsurin_torikumi.html


府運車安第５９５号 

令和５年１２月５日 

 

沖縄県トラック協会会長 殿 

 

沖縄総合事務局運輸部長 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る一斉点検の実施について（依頼） 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止については、本年も「令和５年度緊急対策」として 10 月から

令和６年２月末を重点的に取り組んでいるところですが、12 月１日、午後３時 50 分頃、

青森県八戸自動車道下り線において、走行中の大型トラックから左後輪のタイヤが脱落し、

道路保全工事を行っていた作業員に衝突、１名が死亡、１名が軽傷を負う事故が発生した。

また、11 月 30 日、島根県の国道においても大型トラックから脱落したタイヤが歩行者に

衝突し、当該歩行者が重傷を負う事故が発生しました。 

本件事故については、事業者からの報告によると、ともに冬用タイヤ交換後間もなく発

生したとの情報がございます。 

つきましては、貴傘下会員のトラック運送事業者に対して、保有車両のホイール・ナッ

トの緩みの確認及びタイヤ脱着作業後の増し締めが確実にされているかについて一斉点検

を実施させるとともに、改めてタイヤ脱着作業や保守管理を適切に行うよう周知徹底方よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

国自安第 108 号 

国自整第 164 号 

令和５年12月１日 

 

 

 

公益社団法人全日本トラック協会会長 殿 

 

 

 

国土交通省 物流・自動車局  

安全政策課長 

自動車整備課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

大型車における適切な冬用タイヤ交換作業等の実施について 

 

 

 

本日午後３時 50 分頃、青森県八戸自動車道下り線において、走行中の大型トラッ

クから左後輪のタイヤが脱落し、道路保全工事を行っていた作業員２名に衝突、１名

が重体、１名が軽傷を負う事故が発生した（12 月１日（金）午後９時現在）。また、

11 月 30 日（木）、島根県の国道においても大型トラックから脱落したタイヤが歩行

者に衝突し、当該歩行者が重傷を負う事故が発生しているところである。 

事業用自動車における輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、

とりわけ大型車の車輪脱落事故は重大事故に繋がりかねず、未然防止に係る安全対策

を徹底することが最も重要である。 

ついては、大型車における適切な冬用タイヤ交換作業等の実施を図るため、貴会傘

下会員に対し、下記事項について改めて周知徹底を図られたい。 

 

記 

 

１．大型車のタイヤ脱着作業時においては、「自動車の点検及び整備に関する手引き」

及び「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を確認の上、啓発チラシやタイヤ

脱着作業管理表を活用し、確実に実施すること。 

「自動車の点検及び整備に関する手引き」 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t1/t1-2/ 

「冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！（令和５年９月 29日）」 

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000308.html 

 

２．運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施するよう関係者に徹底すること。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t1/t1-2/
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000308.html









